
 

 

入 札 の 心 得 
 

千葉県立房総のむらにおける物品・委託等の入札は、「入札約款（物品・委託等）」に

定めるところにより執行しますが、特に下記事項に留意のうえ入札を行って下さい。 

記 

１ 入札の参加について 

（１）入札者は、入札書の提出に際し県様式による誓約書を提出しなければならない。 

なお、入札者が代理人（「復代理人を含む」以下同じ）の場合は、県様式による   

委任状も併せて提出しなければならない。 

（２）年間代理人の届出がされている場合は、年間委任状の写しも併せて提出しなければ 

ならない。 

（３）入札者は、県様式による入札書を作成し、封かんの上、件名・入札者名を表記し、 

公告に示した時刻までに、入札箱に投入しなければならない。 

（４）入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすること 

はできない。 

 

２ 無効となる入札について 

次の各号に該当する入札は無効とするものとする。 

（１）入札に参加する資格を有しない者のした入札 

（２）明らかに談合であると認められる入札 

（３）同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者のした 

入札 

（４）次に該当する場合 

ア 委任状を持参しない代理人のした入札 

イ 記名、押印を欠く入札 

ウ 金額を訂正した入札 

エ 誤字、脱字により意思表示が不明瞭である入札 

（５）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

３ 落札者の決定について 

（１）落札者の決定は、入札を行った者のうち、予定価格以下で最低価格をもって入札  

した者を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちにくじ引きを 

実施して落札者を決定する。 

 

４ 再度入札について 

  開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおり 

とする。 

（１）再度入札は１回とする。 

（２）入札が無効になった者は、再度入札には参加できないものとする。 

（３）１回目の入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 

 

５ 異議の申立てについて 

入札をした者は、入札後、入札約款、仕様書、契約書案等についての不明を理由   

として異議を申し出ることはできない。 


